
補 正 項 目

Ⅰ 医療提供体制・感染症対策

１ 医療提供体制の強化 (単位:千円)

新
No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

規

1 新 新型コロナウイル 1,886,500 新型コロナウイルス感染症の感染リスク 健康福祉部

ス感染症対応従事 がある中で、感染の拡大防止・収束に向け ［医療政策課］

者慰労金交付事業 て対応している医療従事者等へ慰労金を支

（医療従事者等） 給

［支給対象者］

医療機関の医療従事者・職員

［支給要件］

対象期間に一定以上勤務した者であ

ることなど、国が定める要件を満たす

こと

［負担割合］

国10/10

［支援額］

新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関 実際に、新型コロナウイルス感染

や、帰国者・接触者外来設置医療機関等に勤 症患者に診療等を行った医療機関

務し、患者と接する医療従事者や職員 等である場合

上記の他、病院、診療所、助産所等に勤務し、

患者と接する医療従事者や職員

上記以外の場合

20万円
／人

10万円
／人

５万円
／人



(単位:千円)

新
No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

規

2 新 感染症患者入院受 1,333,200 新型コロナウイルス感染症患者の受入医 健康福祉部

入医療機関等の院 療機関等における院内感染防止対策及び外 ［医療政策課］

内感染防止対策支 来診療や入院診療を継続するために必要な

援事業 経費を助成

［助成対象医療機関］

救急・周産期・小児医療を提供する

感染症指定医療機関、入院協力医療機

関等

［助成対象経費］

感染拡大防止対策や診療体制確保等

に要するものとして国が認める経費

［助成上限額］

・99床以下 2,000万円

・100床以上 3,000万円

100床ごとに1,000万円を加算

・新型コロナウイルス感染症患者の入

院受入れ医療機関に1,000万円を加算

［負担割合］

国10/10

3 新 医療機関・薬局等 1,582,200 医療機関・薬局等において、院内等での 健康福祉部

の院内感染防止対 感染防止対策を実施しつつ、地域で求めら ［医療政策課］

策支援事業 れる医療提供を継続するために必要な経費 ［薬事衛生課］

を助成

［助成対象経費］

感染拡大防止対策や診療体制確保等

に要するものとして国が認める経費

［助成上限額］

・病院 200万円＋５万円×病床数

・有床診療所 200万円

・無床診療所 100万円

・薬局、訪問看護ステーション、助産所

70万円

［助成対象施設数］ 約1,500か所

［負担割合］ 国10/10

※No.2との重複は不可



２ 子ども達が過ごす場の感染防止・学習環境の確保 (単位:千円)

新
No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

規

4 新 学習指導員等の追 489,706 新型コロナウイルス感染症対策を実施し 総 務 部

加配置 つつ、臨時休業による学習の遅れを取り戻 ［総 務 課］

すため、退職教員や大学生等、幅広い人材 教育委員会

を雇用し、緊急的に追加配置 ［学校企画課］

［配置人員］

・学習指導員の配置

臨時休業中の未指導分の補習等の

実施において、児童生徒のサポート

や個別指導を行う学習指導員を配置

・スクールサポートスタッフ等の配置

３密を避けるための環境づくり等、

増加する学級担任等の業務をサポー

トする人員を配置

［配置先］

市町村立学校、県立学校、私立学校

［負担割合］

・市町村立学校

国1/3、県2/3

（配置する市町村に対して助成）

・県立学校

国1/3、県2/3（学習指導員)

県10/10（学習指導員以外）

・私立学校

国1/2、県1/2

（100万円まで）

県10/10

（100万円を超え200万円まで）



(単位:千円)

新
No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

規

5 新 学校教育活動の支 163,500 新型コロナウイルス感染症対策に対応し 総 務 部

援 た学校教育活動を進めるため、県立学校及 ［総 務 課］

び私立学校に必要な備品等を整備 教育委員会

［整備内容（例）］ ［学校企画課］

・感染症対策のための備品等の購入 ［特別支援教

・夏季における給食実施に必要な備品 育課］

等の購入

・特別教室等を活用した授業の実施に

必要となる備品等の購入

・補習等のための教材や備品等の購入

［上限額］

１校あたり100～300万円程度

［負担割合］

国1/2、県1/2

6 県立学校健康管理 55,000 夏季休業の短縮等による授業実施に伴い 教育委員会

推進費 県立学校における健康管理を適切に行うた ［学校企画課］

め、エアコンの電気代を増額 ［特別支援教

育課］

7 児童福祉施設等の 637,500 保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等に 健康福祉部

感染症対策事業 おける新型コロナウイルス感染症への対策 ［健康推進課］

の強化を図るため、マスク・消毒液等の購 ［青少年家庭

入等や感染症対策を徹底するために必要な 課］

業務のかかり増し経費を助成 ［子ども・子

［対象施設］ 育て支援課］

・保育所 教育委員会

・幼稚園 ［教育指導課］

・放課後児童クラブ

・児童養護施設 等

［助成対象施設数］

約1,300か所

［助成上限額］

１施設あたり50万円

［負担割合］

国10/10



Ⅱ 県内経済や県民生活の回復に向けた施策
１ 県内経済を守る施策 (単位:千円)

新
No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

規

8 新型コロナウイル 281,089 新型コロナウイルス感染症の発生に起因 商工労働部

ス感染症対応資金 して売上高等が減少している中小企業者等 ［中小企業課］

（中小企業者等向 への融資制度（新型コロナウイルス感染症

け） 対応資金）の申込状況や国庫補助制度分の

融資限額引き上げを踏まえ、今後も十分な

融資を行えるよう、同資金の融資枠及び融

資限度額を増額

［拡充内容］

①融資枠

800億円→1,100億円

・国庫補助制度分

500億円→800億円

・県単独制度分

300億円（変更なし）

②融資限度額

１億1,000万円→１億2,000万円

・国庫補助制度分

3,000万円→4,000万円

・県単独制度分

8,000万円（変更なし）

（参考）

新型コロナウイルス感染症対応資金の

概要（５月１日創設）

・保証料を全期間０％（不要）

（国庫補助制度分においても、中小

・小規模事業者のうち売上高等前

年同月比▲15％未満分を県単独で

助成することにより実質不要へ）

・借入後３年間は無利子化

（国庫補助制度分においては、中小

・小規模事業者のうち売上高等前

年同月比▲15％未満分を除く）

・県単独制度により融資限度額及び融

資枠を大幅に拡大し、既往債務の借

換にも対応

（予算額の内訳）

現年度分 233,589

利子補給分 233,589

基金積立分 47,500

保証料補給分 47,500



Ⅲ 県民生活の支援

１ 県民生活の支援 (単位:千円)

新
No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

規

9 新 新型コロナウイル 3,267,030 新型コロナウイルス感染症の感染防止対 健康福祉部

ス感染症対応従事 策を実施しつつ、サービスの継続に努めて ［地域福祉課］

者慰労金交付事業 いる社会福祉施設等の職員へ慰労金を支給 ［高齢者福祉

（社会福祉施設等 ［支給対象者］ 課］

職員） ・介護サービス施設・事業所の職員 ［障がい福祉

・障がい福祉サービス事業所等の職員 課］

・救護施設の職員

［支給額］

①20万円

新型コロナウイルス感染症が発生

又は濃厚接触者に対応した施設・事

業所に勤務し、利用者と接する職員

②5万円

上記以外の施設・事業所に勤務し、

利用者と接する職員

［負担割合］

国10/10

10 新 介護・障がいサー 2,260,260 介護・障がいサービス事業所等において 健康福祉部

ビス事業所等の感 感染症対策を徹底し、継続してサービス等 ［高齢者福祉

染症対策事業 を提供する体制の構築を支援 課］

［実施内容］ ［障がい福祉

①感染症対策等の支援 22億3,578万円 課］

感染症対策に要する物品購入、外

部専門家による研修実施等の感染症

対策実施等のための経費を助成

［助成対象施設数］

約3,200か所

②県の体制整備 2,448万円

・今後に備えた消毒液・マスク等の

備蓄

・緊急時における事業者への応援体

制の整備

［負担割合］

国10/10



(単位:千円)

新
No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

規

11 介護施設の個室化 45,000 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を 健康福祉部

支援事業 防止するため、介護施設等において多床室 ［高齢者福祉

を個室化する際の改修に要する経費を助成 課］

５月下旬までの募集期間における申請件

数が予想を上回ったことから、予算額を増

額

［基準単価］

１定員あたり97万８千円

［負担割合］

国10/10


